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 船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成３０年８月１２日 １４時００分ごろ 

発生場所 高知県高知港東方沖 

高知港東第１防波堤東灯台から真方位０７５°１,０６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３０.８′ 東経１３３°３６.５′） 

事故の概要  漁船第十幸
こう

祥
しょう

丸は、東進中、磯波を受けて転覆した。 

 第十幸祥丸は、船首部の破損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年８月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十幸祥丸、０.４トン 

 ＫＯ３－１６３９１（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.９３ｍ（Lr）×０.８０ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、６０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６２年３月

９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５４年４月２７日 

  免許証交付日 平成２７年８月３日 

         （平成３３年２月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部及び両舷側部に破損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約３ｍ、水温 約２８℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、貝かご漁の目的で、平成３０年８

月１２日１３時１０分ごろ高知港の係留地を出発し、同港東方沖の漁

場に至り、前日投入していた４個のかご
．．

を引き揚げ、ほとんど漁獲を

得ることができず、１３時４０分ごろ次のかご
．．

の投入海域に向けて東

進を開始した。 

 船長は、発進したのち約２ノットの対地速力として前部甲板に移動

し、左舷方を向き、膝を床面につけて中腰になり、引き揚げたかご
．．

の

中に長さ約２０cmの細索で縛っていた餌の付け替え作業を始めた。 
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本船は、船長が４個目のかご
．．

の餌を付け替えていたところ、右舷側

至近に高さ約３ｍの磯波が本船に覆いかぶさるように押し寄せて来る

のを認めたものの、どうすることもできず、１４時００分ごろ左舷側

に大傾斜して転覆した。 

 船長は、海に投げ出され、船底を上にした本船に這
は

い上がり、泳い

で陸岸に向かおうとしたが、陸岸までかなりの距離があって潮流も速

くてたどり着けないと判断し、船底の上で発見されるのを待っていた

ところ、２０時過ぎになって本船が陸岸近くの消波ブロックに接近し

ていたので、海に飛び込んで陸岸まで泳ぎ着き、自宅に戻った。 

 本船は、翌日、消波ブロックに乗り揚げていたところを、船長が所

有する別の漁船で引き下ろしたが、後日、廃船処理された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船が行う貝かご漁は、夏場の時季のみ行っており、船長が単独で

乗り組み、水深約１５ｍの砂地の海域で、約４０ｍの幹綱に４個の箱

形のかご
．．

をつけた漁具を２箇所に投入し、翌日引き揚げて漁獲するも

のであった。 

 本船は、和船型で船外機を装備し、船体中央部で水面からブルワー

ク頂部までの高さが約５０cmであった。 

 海図によれば、本事故発生場所付近は、水深が約４.４ｍの高碆
たかばえ

と

称する岩礁（以下「本件岩礁」という。）がある。 

 本件岩礁付近は、台風などの影響により南方からのうねり
．．．

があると

き、磯波が発生することがあり、本事故当時、南西諸島の西方海域に

台風が北西進しており、沿岸波浪図によれば、土佐湾に波高約１.９

ｍの波浪があった。 

 「波浪学のＡＢＣ」（磯﨑一郎著、平成１８年株式会社成山堂書店

発行）によれば、次のとおりである。 

 沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場合に

は、水深と海底勾配に関係して生ずる浅水変形、屈折、反射などの効

果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局波形勾配が急峻にな

って砕波します。これが、いわゆる磯波です。 

 船長は、貝かご漁のほか、高知港東方沖において小型底びき網漁に

従事していたので、本件岩礁付近で磯波が発生することを知ってい

た。 

 船長は、本船にＧＰＳの装備がなく、日頃から本件岩礁に接近しな

いよう、周囲の山や建物による重視線を利用して船位の確認を行って

いたが、次のかご
．．

の投入海域に向けて移動する際、高知港第７ふ頭に

客船が停泊し、西方の山の一部が客船の後方にあって見えづらかった

ので、昨日投入した漁具の位置を思い出し、本件岩礁の陸側に向けた

つもりで東進を開始した。 

 船長は、本件岩礁の陸側を航行していると思い、餌の付け替え作業
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に意識を向け、船位の確認を行わなかったので、本件岩礁に接近して

いることに気付かなかったと本事故後に思った。 

船長は、防水型の携帯電話を所有していたが、本事故当時、短時間

の漁で、海面の波頭が砕けておらず時化模様でなかったので、使用す

ることがないと思い、携行せず自宅に置いて漁に出掛けていた。 

 船長は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、高知港東方沖において、漁具の投入海域に向けて東進中、

船長が、餌の付け替え作業に意識を向け、船位の確認を行わずに航行

を続けたことから、本件岩礁に接近していることに気付かず、波高約

３ｍの磯波を受け、左舷側に大傾斜して転覆したものと考えられる。 

船長は、本件岩礁付近に磯波が発生しやすいことを知っていたもの

の、本件岩礁の陸側を航行していると思っていたことから、餌の付け

替え作業に意識を向けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、高知港東方沖において、漁具の投入海域に向け

て東進中、船長が、本件岩礁の陸側を航行しているものと思い、餌の

付け替え作業に意識を向け、船位の確認を行わずに航行を続けたた

め、本件岩礁に接近していることに気付かず、波高約３ｍの磯波を受

け、左舷側に大傾斜して転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船位を十分に確認し、磯波の発生しやすい海域への接近を避ける 

こと。 

・非常時の連絡手段として、防水型の携帯電話を携行することが望

ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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